
 

 

 

 

平成 23年 1月 27 日 
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実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りに関するお知らせ 

 
 

今般、当社において実施した、平成 22 年 9 月 7 日付け日本エーエム株式会社からの LED 照明機器販売事

業の一部移管、平成 23 年 1 月 17 日付代表取締役の異動及び本日付け当社の経営改善計画の策定に伴う半導

体事業の事業活動の一時凍結の決定について、名古屋証券取引所は、当該一連の行為の実施により、当社が

実質的な存続会社ではないと認められるため、当社株式は、株券上場廃止基準第２条の２第１項第５号の規

定で準用する同基準第２条第１項第９号ａの規定により、本日より「合併等による実質的存続性の喪失」に

係る猶予期間に入る旨が公表されております。 

 当社は「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入りましたが、当社の株式の上場は引続き

維持され、当該一連の行為が行われた日の属する事業年度末から 3 ヵ年間の猶予期間内（平成 23 年 1 月 27

日から平成 26 年 6 月 30 日）に株券上場審査基準に準じて名古屋証券取引所が取扱いにおいて定める基準に

当社が適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、当社の上場が維持されることになりま

す。従いまして猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、企業活動にも支障はござ

いません。 
 
 当社といたしましては、商社としてのノウハウをより機動的に拡大し、半導体に特化した事業では成果を

出せていなかった収益を、新たなる事業領域で実現してまいります。欧州の財政危機や米国の継続的な信用

不安、先進国の失業率の高止まりなど、世界的に多様な下振れリスクが払拭できない中、わが国経済も総体

的な景気回復の兆しが未だに見えない状況にありますが、この様な厳しい経済環境下においても、その市場

成長性が著しく期待されている LED 照明機器販売事業を基軸に、新たなビジネスモデルによって、収益を

確保し、事業存続を至上命題として事業展開を実現してまいります。 
 
 当社は今後見込まれる新規上場に準じた審査を通過できるよう、新経営体制の下で万全の準備を行ってま

いる所存であります。株主の皆様、関係者各位におかれましては、何卒ご理解の上、引続きご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 
 
 
                                             以上 


